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報告事項１（周知・報告） 

 

 

大阪府立学校条例及び大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備 

計画（平成 26 年度～平成 30 年度）に基づく平成 28 年度実施対象校 

選定の考え方について 

 

 

標記について、別紙のとおり報告する。 

今後、この考え方に基づき、平成 28 年度実施対象校（案）を９月定例府議会

の開会までに教育委員会会議で決定し、公表する。 

 

 

平成 28 年７月 15 日 
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（別紙） 

 

 

大阪府立学校条例及び大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画（平成  

 26 年度～平成 30 年度）に基づく平成 2８年度実施対象校選定の考え方について 

 

Ⅰ 平成 2８年度実施対象校の選定について 

 

１ 募集停止校の選定 

〔大阪府立学校条例〕 

第二条 府立学校は、教育の普及及び機会均等を図りつつ、将来の幼児、児童及び

生徒の数、入学を志願する者の数の動向、当該府立学校の特色、その学校が所在

する地域の特性その他の事情を総合的に勘案し、効果的かつ効率的に配置される

よう努めるものとする。 

2 入学を志願する者の数が三年連続して定員に満たない高等学校で、その後も改善

する見込みがないと認められるものは、再編整備の対象とする。  

 

〔再編整備計画における記載〕 

  すべての高校を対象に、学校の特色や地域の特性、志願状況を踏まえて配置の在

り方を検討する。 

① 学校の特色 

教育課程や教育活動の特色とあわせて、その学校の役割が果たせているかどう

かを勘案する。 

② 地域の特性 

 公共交通機関の整備状況や、高校の設置状況、地域振興における高校の位置づ

けを勘案する。 

③ 志願状況 

 志願者数の推移や志願動向の変化、当該地域における将来の中学卒業者数の推

計を勘案する。 

 

「大阪府立学校条例」及び「大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画

（H26～H30）」に基づき、平成 2８年度実施対象校（募集停止校）の選定及び再

編整備の手法の考え方については、以下のとおりとする。  

 

〔対象校選定に当たっての考え方〕 

① 学校の特色について 

開設している教科・科目などの教育課程、学校行事、生徒の自主活動などの教

育活動が他校にはない特色を有しているかどうかを勘案する。  

また、例えば、過去の再編により設置された学校が再編の趣旨に沿った役割を

果たしているかなど、学校が期待に応えられているかどうかを勘案する。 
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② 地域の特性について 

鉄道の最寄駅からのアクセスやバス乗車の必要性など通学の利便性や学校の

立地条件、また、周辺の高校の設置状況、地元市町村との連携の状況などを勘案

する。 

③ 将来の生徒の数、入学を志願する者の数の動向について  

３年連続して定員に満たない高等学校については、学校所在地及び学校在籍生

徒居住地の行政区の中学校卒業者数の動向や通学範囲の状況を見極める。上記以

外の学校についても、直近５年間（平成 2４年度～平成 2８年度）における志願

状況や、志願者数の動向（改善傾向にあるか）を見極める。  

 

〔募集停止校にかかる再編整備の手法〕 

募集停止校の再編整備に当たっては、対象校の伝統や特色が他の府立高校によ

り継承されるよう留意し、統合整備や機能統合などの手法を検討する。 

 その際には、学校の立地条件や学校の特色、その他の事情を総合的に勘案し、

最も適した統合対象校を選定した上で、両校の取組みを発展させる形で再編整備

を行うこととする。 

 

２ エンパワメントスクールへの改編対象校の選定  

〔再編整備計画における記載〕 

  生徒の「わかる喜び」や「学ぶ意欲」を引き出すため、義務教育段階からの「学

び直し」のカリキュラムを徹底する。また、社会人基礎力を身に付けさせるため、

経済界等からの聴き取りを参考に、正解が１つでない問題を考える授業や体験型の

授業を重視する。 

  これまでの各校における取組み実績に基づき、原則として全日制普通科（総合選

択制及び単位制を含む）及びクリエイティブスクールの中から、指定校を選定する。  

〔対象校選定に当たっての考え方〕 

各校におけるこれまでの学び直し、キャリア教育、社会人基礎力育成などの実績

に基づいて選定する。なお、府内すべての地域の生徒がエンパワメントスクールへ

の通学が可能となるよう、立地条件、地域バランスを勘案して対象校を選定する。 

 

３ 普通科総合選択制高校から総合学科又は普通科専門コース設置校への改編候補校

の選定 

〔再編整備計画における記載〕 

各校の改編の方向性については、職業系のエリア選択者が多い学校や卒業後の進

路先が多様な学校については総合学科への改編を基本とする。  

一方、普通科系のエリア選択者が多い学校や卒業後の進路先として進学者が多い

傾向にある学校については普通科専門コース設置校等への改編を基本とする。  
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〔対象校選定に当たっての考え方〕 

生徒の卒業後の進路先（大学・短大等への進学の割合が高いか、就職する割合が

高いか）や、生徒によるエリア選択の傾向（福祉、看護、保育など職業科目の選択

者が多いか、理数、人文など普通科目の選択者が多いか）を踏まえて、対象校を選

定する。 

 

Ⅱ 2８年度実施対象校にかかる再編整備の進め方 

   募集停止は、中学生の進路選択の実情及び当該校の在校生の教育環境への影響に

配慮し、適切な周知期間を置く必要があることから、３０年度入学生の募集時から

実施する。 

   改編後の新たな募集は、３０年度入学生から行う。 

 

Ⅲ 今後の予定について 

① 平成 2８年度実施対象校（案）の公表 

平成 2８年度に再編整備に着手する実施対象校（案）は、９月定例府議会の開会

までに教育委員会会議で決定し、公表する。 

② 平成 2８年度実施対象校の決定 

９月定例府議会（前半）終了後、速やかに平成 2８年度実施対象校を決定する。 

 


